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１.広域景観計画への期待

２.筑後地方における広域連携の取組みと広域景観計画

３.矢部川流域景観テーマ協定と景観計画

４.広域景観計画の課題と役割

九州の都市とネットワーク（江戸末期）

九州の都市計画図

2004年当時の「景観」への期待

・近代都市計画の見直し

・線と面による支配からの脱却

・平面的思考の都市計画から空間計画へ

（１）三次元で考えるまちづくりの計画

（２）空間領域の再定義の計画

（３）地域資源を掘り起こすプロセスの計画

（４）時空間の解読と図化情報

（５）空間の目標像と将来像の共有

（６）理念から具体のルールと事業への橋渡し

（７）空間秩序再生の戦略

景観計画の基本的役割
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広域景観の取組み先進事例地としての「関門景観」

筑後地域における

広域連携の取り組みと広域景観計画

線引き都市計画区域線引き都市計画区域線引き都市計画区域線引き都市計画区域

市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域

市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域

非線引き都市計画区域非線引き都市計画区域非線引き都市計画区域非線引き都市計画区域

用途地域用途地域用途地域用途地域

用途地域白地地域用途地域白地地域用途地域白地地域用途地域白地地域

福岡県の都市計画



筑後平野の都市圏像 「筑後ネットワーク田園都市圏構想」地域のネットワークの考え方

ネットワークの例

有明海

佐賀県

熊本県

大分県

たくみの会

にこにこ会

シニアネット久留米

シニア情報プラザ久留米

ジパング銘鶏会

ドナセナ

ボディーパーカッション協会

久留米たすけあいの会

光栄会

再生工房

水環境問題研究会

筑後川流域連携倶楽部

久留米水の祭典ガマダス

シティウィングス久留米市民吹奏楽団

さわやか大善寺

おおむた障害者応援センター

よかよかネットワーク

高齢者グッドケアサポートセンター

国際環境情報センター

大牟田吉野街づくり委員会

大牟田市母子寡婦福祉会

福祉でまちがよみがえる会

緑と健康を守る街づくりの会サンサン中友

おおむた市民オンブズマン

エヴァ

ふれあい北野

くるめ

自立生活センターちくご

あいコスモス

ふれあいの家二葉園

福岡県ほたるの会

にじいろＣＡＰ

ＰＦＩ日本公共投資事業団

ふれあいの家泉舟荘

日本公共標識協会

長谷健顕彰会

ＮＰＯかりん

日本レイテ友好協会

ＮＰＯのネットワーク

医療のネットワーク

有明海

佐賀県

熊本県

大分県

３次救急医療体制

２次救急医療体制

初期救急医療体制

緑地のネットワーク

生活を支え、都市インフラを形成する階層型ネットワーク

　道路や鉄道などのインフラ整備により「都市
と都市」「地域と地域」を効率的につなぎ、人
やモノの行き来や交流を活性化し、安心で快
適な生活を支えることができる。

交通のネットワーク

エネルギー供給・循環のネットワーク

上・下水道のネットワーク

景観や生態系を維持・保全する自然体系型ネットワーク

　水系や緑地、公園をネットワーク化し、体系

的に捉えることで、自然や生態系の効果的な

保全と広域的な景観の保全・整備を図ること

ができる。

生態系のネットワーク

水系のネットワーク

森林・里山のネットワーク

社会活動を活性化する増殖型ネットワーク

　「人と人」「人と組織」「組織と組織」のネットワ

ーク化によって、より多様な交流と情報の収

集・交換が活性化され、相互に協力しあい高

めあう個人のエンパワーメントを実現すること

ができる。

コミュニティのネットワーク

ＮＰＯ等活動のネットワーク

ネットワークのモデル多様なネットワークの類型

機能を強化、効率化、活性化する知能型ネットワーク

医療のネットワーク

福祉のネットワーク

教育のネットワーク

歴史・文化のネットワーク

　「機能と機能」「施設と施設」「場と場」のネッ

トワーク化によって、相互に補完しあい、全体

としてより高度な機能やサービスを提供し、生

活や社会活動、観光や交流活動を支援する

ことができる。

都市と都市を繋ぎ、

場所と場所を繋ぎ、

人と物資を循環するネットワーク

人と人を繋ぎ、

人と組織を繋ぎ、

組織と組織を繋ぎ、

活動を繋ぐネットワーク

機能を繋ぎ、

歴史（名勝・史跡・公園）を繋ぎ、

情報を繋ぐネットワーク

自然を繋ぎ、

生態系を繋ぎ、

水と緑を繋ぐネットワーク

筑後地域の多様な資源を繋ぐ
ネットワーク

ネットワーク田園都市圏形成のテーマ
「筑後ネットワーク田園都市圏構想」におけるリーディング・プロジェクト

ネットワーク推進

リーディング・プロジェクト

ネットワーク研究

リーディング・プロジェクト

ネットワーク形成

リーディング・プロジェクト

都市圏の「図」となるプロジェクトの推進

都市圏の「地」となる景観の保全・整備・管理

風致景観のルール（条例）づくり

地域資源の掘り起こし

景観を守り育てる人づくり

教育・医療・福祉のネットワーク

こと・もの

づくり

ひとづくり

しくみづくり

筑後フェスティバル

筑後チルドレンズ・キャンパス

風致景観のルール

筑後モデル田園都市

伝統工芸のブランド化

ＮＰＯの支援と育成

住民（患者）

かかりつけ薬局

訪問看護ステーション

かかりつけ医院・歯科医院など

・プライマリケア

・健康診断、相談、指導

病院

・一般的な入院医療

・専門的な検査

中核的な病院・地域医療支援病院

・専門的な検査、一般的な入院医療

・連携病床の確保、共同利用機器の整備

・かかりつけ医、歯科医への研修

特定機能病院

・高度医療、先端医療、専門的医療

※連携：ＩＣカードを利用した情報管理、カルテの共有

処方箋

相談

調剤

情報提供

訪問診療 訪問看護

指示

連携

通院

処方

情報提供

連携

連携

連携

連携

連携

安心医療ネットワーク

健康都市づくり

筑後観光システム機構

リサイクル・エネルギー拠点

グリーンツーリズム

・ネットワーク推進

リーディング・プロジェクト

・ネットワーク研究

リーディング・プロジェクト

・ネットワーク形成

リーディング・プロジェクト

・地域ブランドの構築

・地域連携による風致景観の

取り組みへ

・推進体制と組織の確立



筑後地域における景観のルールづくりの考え方

筑後地方の景観テーマ協定案

真紅の棚田 （小川奉子（ともこ）さん）

筑後景観コンテスト受賞作品で見る筑後景観の特色と魅力

楽しい山登り

（山川梨乃華さん）

筑後川昇開橋と

エツ舟風景

（高橋喜久恵さん）

浅井の一本桜（山川 壽子（ひさこ）さん）



筑後景観憲章



＠樋口秀吉（うきは市役所）

矢部川流域景観テーマ協定と

景観計画

矢部川流域の景域・軸・拠点の構成と景観像

山の景域

丘の景域 干拓地の景域

谷あいの景域

田園の景域

堀割・ｸﾘｰｸの
景域

まちの景域

河川の軸

流域の象徴と
なる拠点

矢部川流域景観計画の目的と対象区域

【景観計画の目的】

現在、矢部川流域では、道路、公園、鉄道などの基盤整備が着実に進められています。

こうした生活利便性の向上とあわせ、美しい田園や山並み、河川、道路など広域的に連続する

景観を保全・形成していくためには一定のルールが必要であることから、テーマ協定をさらに

一歩進め、景観法を活用した景観計画を策定するものです。

この計画では、流域全体の景観の向上に実効性をもたせるため、広域的な景観形成に影響の

ある一定規模以上の行為を届出対象とし、景観形成基準への適合を求めています。

また、矢部川という河川を骨格として、流域に多数存在する自然や歴史などの景観資源を保全

活用することとしています。

【景観計画の対象区域】

計画全体の対象区域は、流域の柳川市、八女市、筑後市、みやま市、立花町、黒木町、矢部村、

星野村の８市町村の区域です。ただし、景観法に基づく行為の制限に関する事項は、景観行政

団体（柳川市、八女市）を除く６市町村の区域です。

【策定日】平成２１年３月３０日 【施行日】平成２１年７月 １日



筑後ネットワーク田園都市圏構想～矢部川流域景観計画策定の経緯

平成１５年３月 ：「筑後ネットワーク田園都市圏構想」策定

＊風致景観のルールづくりをリーディングプロジェクトとして位置づける

平成１７年８月 ：「よかのや。筑後ん、こん景色」景観コンテスト作品募集開始

＊1,135点の作品応募。平成18年1月：最優秀賞、優秀賞を表彰

平成１８年５月 ：「筑後景観憲章」の公表。筑後田園都市推進評議会・総会にて制定

平成１９年５月 ：「矢部川流域景観テーマ協定」締結

平成１９年７月～：矢部川流域景観協議会でワークショップの開催（全６回）

平成２０年５月～：フィールドワーク・討論会による検討（全５回）

平成２０年９月 ：パブリックコメントを実施

平成２０年１１月：県景観審議会に諮問

平成２１年２月 ：県都市計画審議会の意見聴取

：市町村長の意見聴取、公共施設管理者の協議・同意

平成２１年 ３月 ：県議会で条例改正議決

＊「福岡県美しいまちづくり条例」を一部改正し、

行為の届出等について所要の規定の整備を行う。

矢部川流域景観の進め方

１．１ 「矢部川流域景観テーマ協定」の意義と目的

１．２ 策定経緯

１．３ 対象区域

１．４ テーマ協定の構成

２．１ 歴史と文化と伝統産業

２．２ 水のネットワーク

２．３ 多様な生態系

２．４ 大きく変化する地形

【【【【テーマテーマテーマテーマ】】】】

清流文化と変化する地形が織り成す景観の保全と創造

目標１．矢部川流域に広がる「地形や大自然とのつながりを感じる景観」を

守り・育てる

目標２．清流とその水辺に棲む「生態系と共に生きる景観」を守り・育てる

目標３．水系が育んできた「文化・歴史・営みが織り成す景観」を守り・

育てる

方針１．矢部川流域の絵になる景観の形成

方針２．水環境や水の循環と密接に関わる景観の形成

方針３．まちなみと歴史的景観の形成

方針４．四季や時間による変化を楽しむ景観の形成

方針５．連続した良好な景観の形成

方針６．景観と調和したデザインの創出等

方針７．パートナーシップによる景観づくりの推進

５．１ 協働して守り育てる景観のためのルール

５．２ 担い手を育てるための仕組み

５．３ 「重点かつ総合的に景観形成を進めていく区域」におけるルール

５．４ 協定から景観づくり実施への流れ

１． 矢部川流域景観テーマ協定の目的と役割

２． 矢部川流域の景観特性

３． テーマと目標

４． 基本方針

５． 実現のためのルールと仕組みづくり

補足資料１ 協働して守り育てる景観

補足資料２ 周囲の景観を阻害している景観事例

■河口52km地点の景観

・ダム湖を過ぎ、矢部村の

中心地の手前。

・川床の岩々があらわにな

り、源流の里の雰囲気が漂

う。視界の大半が緑で占め

られる。

■河口55km地点の断面図

・源流附近の山岳地帯。

・周囲は急峻な山々、斜面

に囲まれる。

■河口57km地点の景観

・源流附近。

・矢部川の水面、川床は
、右手の遥か下にある。

矢部川上流域の景観



■河口37km地点の景観

・黒木町の山間の中の集

落と棚田。

・河床は周囲の地盤から随

分と低くなっている。

周囲の山々は徐々に迫っ

てくる。

■河口31km地点の断面図

・黒木町中心地手前の田

園地帯。

・盆地状の平地となってお

り、蛇行する矢部川の

背後には山並みが迫る。

■河口28km地点の景観

・左手や飯側には古い木

造家屋の民家、右手

立花町側は緑が生い

茂っている。

・矢部川の流れは緩やか

で、農村地帯を抜ける

河川景観がつづく。

矢部川中流域の景観

■河口５km地点の景観

・中島漁港の舟溜りが独

特の景観をかもし出し

ている。

・堤防左には、屋並が折

り重なるように密集て

いる漁村集落。

■河口８km地点の断面図

・矢部川の下流部は視界

の開けた平野部が約
15kmにわたり続く。

・高圧電線の鉄塔が目に

つく。遥か遠くに筑肥

山地を望む。

■河口10km地点の景観

・瀬高堰、筑後川河川事

務所矢部川出張所の建

物があらわに目につく。

・左手は筑後市、右手には

瀬高町の市街地が広がる。

矢部川上流域の景観

堀割探検 3地区別Course

水郷都市「柳川」の堀割景観水郷都市「柳川」の堀割景観

久留米出身の

画家・古賀春江が

描いた「柳河風景」



堀割の多様な機能⇒地域固有の文化と景観形成

柳川の堀割景観を支える水の制御装置と空間構成

Disaster

Prevention

Daily Urban Life 

Infrastructure
Agricultural

Infrastructure

Ecological

Preservation

Recreation

Spaces

矢部川中流域の回水路と田園景観

矢部川流域の水Network、原生林、棚田、溜池、周辺の屋敷林、干潟・河川内の瀬、淵、等には多様な動植物
が生息する生態系が育っている。

水環境や水の循環と密接に関わる景観の形成水環境や水の循環と密接に関わる景観の形成 矢部川流域の景観



◆テーマ設定プロセス 矢部川流域テーマ協定（平成19年締結）
矢部川流域の固有の景観を守り、つくるための理念・目標および基
本方針を策定し、広域で取り組む基本的な考え方を整理・共有。

◆対象設定プロセス 矢部川流域景観計画（平成21年3月策定）
「テーマ協定」に基づき、具体的な景観行政として取組む事項につ
いて検討・整理する。その際、景観法・関連法制度に即して策定。

◆方法設定プロセス 矢部川流域デザインガイドライン
「景観計画」を実現していく上で、関係市町村や地域住民、企業・
事業者などに広く理解して頂くと共に、景観形成を誘導していく上
での具体的方策。

矢部川流域景観の進め方

求められる地方都市の連携と田園都市圏の再生

１）恵まれた筑後の環境の再評価

２）地域間競争時代の課題

３）活性化への取り組みの必要性

４）市町村単独の施策の限界

５）地方分権時代の地域連携の模索

◆地方広域連携の必要性と目的

２１世紀の筑後地方の連携のあり方

１）広域都市圏全体の連携と発展の方向性

２）地域の強力なアピール

３）分散型の都市のネットワーク形成

４）田園都市圏の将来性と可能性の追求

2004年当時の都市計画制度の動向

１）提案制度＝「地区・区域」→狭域化

短期的・街区的

２）市町村合併＝「都市計画」→広域化

リージョナル的

３）まちづくり三法改正＝「性能」→基準化

指標的

◆地方広域連携の具現化としての広域景観計画

リージョナル・プランとしての広域景観計画の役割

１）合意形成・担保手続き

２）街区から圏域の各スケールの共通ルール

３）人為的境界に依拠しない自然な領域の空間像

４）空間像実現の事業

何を創造するのか

１）知的創造 ：「物語」「テーマ」－港湾・都市（下流域）・ルーラル（上流域）の関係再構築計画へ

２）視覚的創造 ：「視覚化」 －平面計画から立体計画・広域景観像の共有、ツール開発へ

３）生態系的創造：「広域緑地計画」 －大小の未利用地・跡地を時間をかけて自然に還す事業計画へ

◆規制型から創造的な広域連携デザインの誘導・仕掛けへ

広域景観計画の役割と課題




